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  前年から繰り越された損失額を、令和元年分の所得の黒字から控除しきれる場合（令和元年分に分

離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３６６２５０ 

《繰越控除１年目》 

４９６９１ 

２４１５９４１ 

２８０２００ 

１５４５００００ 

２４００００００ 

８００００００ 

２３６６２５０ 

１６２６５０００ 

６００００００ 

１４３１５０００ 

２４９００００ 

１ 「分離長期譲渡所得」の金額 

 ・ 「収入金額」   10,000,000円   ・ 「必要経費」    2,500,000円 

 ・ 「所得金額」    7,500,000円 

２ 「不動産所得」の金額 

 ・ 「収入金額」   24,000,000円   ・ 「所得金額」   16,265,000円 

３ 「給与所得」の金額 

 ・ 「収入金額」    8,000,000円   ・ 「所得金額」    6,000,000円 

４  給与所得に係る「源泉徴収税額」                   280,200円（年末調整済） 

５ 「繰越損失額」                       △15,450,000円 

 

【記載例２】 

（記載に当たっての留意事項） 

申告書第一表の「所得金額・合計」⑨欄は、まず、「措法 41の５の２による繰越損失額」(△15,450,000

円)を、「分離長期譲渡所得」の「差引金額」(7,500,000円)から差し引き、次に、その引き切れない金

額(△7,950,000円)を、①欄から⑧欄の合計額(22,265,000円)から差し引いた残額(14,315,000円)を

記載します。 

２３６６２５０ 

２１３５７００ 

２１３５７ 

２４９００００ 

⑩欄から⑳欄の控除額の全てが年末調整

を受けた金額と同じである場合は、⑩欄から

⑳欄の記載を省略することができます。 

申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法の

詳細は、「令和元年分所得税及び復興特別所

得税の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ

用」をご覧ください。 

《第一表》
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国 税 次 郎 
コクゼイ   ジロウ 

１０００００００ 

０ 

２３６６２５０ 

２３６６２５０ 

１４３１５０００ 

２４９００００ 

１１８２５ 

7,500,000 

長期 
 ・ 

一般 

○○市××町 

11-11-9 2,500,000 (7,500,000) 

0 

（記載に当たっての留意事項） 

措法41の５の２による繰越損失額は、分離長期譲渡所得金額、分離短期譲渡所得金額、総所得金額、

土地等に係る事業所得等の金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除します。 

この場合、申告書第三表の「○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」欄

は、措法 41の５の２による繰越損失額を差し引く前の金額(7,500,000円)を下段にかっこ書きし、上

段に差し引き後の金額(0円)を記載します。 

《第三表》 

 

 


